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ハローワークにおける求人不受理の

対象が追加されます 

 

◆ハローワークにおける求人不受理の対

象とは？ 

 ハローワークの求人は、労働関係法令

の規定に違反し、企業名公表等の措置が

講じられた者からの求人の申込みについ

ては受理しないことができると、職業安

定法の政令に規定されています。 

 例えば、労働基準法や最低賃金法の規

定に、過去１年間に２回以上、同一条項

違反で是正指導を受けた場合は是正後６

カ月経過まで不受理となります。送検・

公表された場合は、送検後概ね１年経過

まで不受理となります。また、男女雇用

機会均等法や育児・介護休業法の規定に

違反し、是正を求める勧告等に従わずに

公表された場合も是正後６カ月経過まで

不受理となります。 

◆改正育児・介護休業法の施行にあわせ

て求人不受理の対象が追加 

 2024 年の通常国会で成立した改正育

児・介護休業法は、一部が 2025 年４月

１日と 2025 年 10 月１日の２回に分け

て施行されます。この改正法の施行にあ

わせて、求人不受理の対象が追加されま

す。 

 具体的には、労働者が家族の介護の必

要性に直面した旨を事業主に対して申し

出たことを理由とした不利益取扱いの禁

止への違反が、2025 年４月１日から追

加されます。 

 また、(1)労働者から確認された就業に

関する条件に係る意向の内容を理由とし

た不利益取扱いの禁止、(2)柔軟な働き方

を実現するための措置（３歳から小学校

就学までの子を養育する労働者に対する

始業時刻等の変更等の措置）の実施義務、

(3)事業主が講じた柔軟な働き方を実現

するための措置に係る申出をしたこと等

を理由とした不利益取扱いの禁止を定め

た規定への違反について、2025 年 10

月１日から追加されます。 

【厚生労働省「第 376 回労働政策審議

会職業安定分科会労働力需給制度部会 

資料」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpa

ge_45125.html 

 

1 月 20 日から、希望する離職者のマ

イナポータルに離職票を直接送付する

サービスが始まります 

 

◆離職票が使われる場面 

離職票とは、雇用保険の被保険者が離

職後に求職者給付（基本手当等）を受給

するために必要な書類です。離職票は現

在、ハローワークから事業所を通して離

職者に送られていますが、2025 年１月

20 日から、希望する離職者のマイナポ

ータルに直接送付するサービスが始まり

ます。離職者がハローワークで求職の申

込みをするには、事業所から離職票が届

くまで１週間から 10 日ほど待つ必要が

ありましたが、新サービスを使えばその

期間が短縮されます。事業所は離職者に
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離職票を送る手間が省けます。 

◆離職票が送付されるまでの流れ 

現在、事業所が資格喪失届と離職証明

書をハローワークに提出すると、離職証

明書は３枚複写になっており、ハローワ

ークはそのうち事業主控と離職票を事業

所に郵送または電子送付します。事業所

はその離職票を離職者に郵送します。

2025 年１月 20 日から一定の条件を満

たした場合は、事業所が資格喪失届と離

職証明書をハローワークに電子申請する

と、ハローワークは離職証明書の事業主

控を事業所に電子送付し、離職票を離職

者のマイナポータルに直接送付します。 

◆離職票のマイナポータル直接送付のた

めに事業所がやるべきこと 

(1) 被保険者の方に被保険者向けリーフ

レットを使って周知しましょう。この

サービスが被保険者の任意であること

に留意する必要があります。 

(2) 被保険者本人のマイナポータルで、

マイナンバーがハローワークに登録さ

れているか確認してもらいます。登録

されていない場合は、事業所が「個人

番号登録・変更届」をハローワークに

提出し、マイナンバーを登録してくだ

さい。 

(3) 被保険者のマイナンバー登録が済ん

でいる場合は、被保険者本人にマイナ

ポータル上で「雇用保険 WEB サービ

ス」との連携設定を行ってもらいます。

(2)(3)は資格喪失届提出の２週間前ま

でに行ってください。 

(4) 雇用保険の離職手続を電子申請で行

ってください。電子申請ではなく紙様

式でハローワークに届け出た場合は、

離職票は従来どおり事業所経由となり

ます。 

【厚生労働省「〔事業主の皆さまへ〕

2025 年１月から、希望する離職者のマ

イナポータルに「離職票」を直接送付す

るサービスを開始します！」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/1

1600000/001344616.pdf 

 

不妊治療と仕事の両立支援策 

 

厚生労働省から「不妊治療と仕事 両

立できていますか？－両立支援ガイドブ

ック－」が公表されています（令和６年

12 月６日）。これは、不妊治療を受ける

方は増加傾向にあるものの、仕事と治療

の日程調整が難しいことなどから、不妊

治療と仕事の両立で悩む方が多くいるた

め、その解決のためのヒントになるよう

に作成されたものです。 

◆不妊治療サポートのために会社ができ

る支援 

「不妊治療のために利用可能な休暇・

休暇制度」として、不妊治療に特化した

休暇制度・休職制度、不妊治療に特化し

ないが不妊治療も対象となる休暇制度を

設けることなどがあります。「両立を支援

する柔軟な働き方に資する制度」として

は、フレックスタイム制度、時差出勤制

度、短時間勤務制度、テレワーク制度、

残業の制限などがあります。その他、以

下も活用できます。 

・両立支援等助成金（不妊治療両立支援

コース）の活用 

・不妊治療連絡カードの活用 

◆職場での配慮のポイント 

 不妊や不妊治療に関することは、プラ

イバシーに属するとともに機微な問題の

ため、本人から相談や報告があった場合

でも、本人の意思に反して職場全体に知

れわたってしまうことがないようプライ

バシーの保護に十分配慮が必要としてい

ます。 

【厚生労働省「不妊治療と仕事 両立で

きていますか？－両立支援ガイドブック

－」】 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koy

oukintou/pamphlet/pdf/241206-1

.pdf 

 

 


